
市町村４－１

調査表４－１

市区町村別集計項目（推進体制等）
市区町村数 45

無 無

条例名称 公布日 施行日

現
在
の
状
況

計画名称

女性
活躍
推進

法との
関係

現在
の

状況

36 41 20 39

43 100 熊本市
市民局市民生活部男女
共同参画課

1 1 1 1 熊本市男女共同参画推進条例 平成20年12月24日 平成21年4月1日 第2次熊本市男女共同参画基本計画 平成31年4月1日 ～ 令和9年3月31日 1

43 202 八代市
人権政策課　男女共同参
画推進室

1 1 1 1 八代市男女共同参画推進条例 平成17年8月1日 平成17年8月1日 第２次八代市男女共同参画計画 平成31年4月 ～ 令和6年3月 1

43 203 人吉市
自治振興課　男女共同参
画推進室

1 1 1 1 人吉市男女共同参画推進条例 平成22年6月25日 平成22年6月25日
人吉市男女共同参画推進計画（第３次基
本計画）

平成30年4月 ～ 令和5年3月 1

43 204 荒尾市
総務部　総務課　男女共
同参画推進室

1 1 1 1
荒尾市男女が共に生きる社会づくり推
進条例

平成15年12月22日 平成16年4月1日 第３次荒尾市男女共同参画計画 平成29年4月1日 ～ 令和4年3月31日 1

43 205 水俣市 企画課（企画推進室） 1 2 1 1 水俣市男女共同参画まちづくり条例 平成17年9月22日 平成17年11月1日 第３次水俣市男女共同参画計画 平成27年4月1日 ～ 令和2年3月31日 0

43 206 玉名市 人権啓発課 1 2 1 1 玉名市男女共同参画推進条例 平成17年12月27日 平成17年12月27日 第3次玉名市男女共同参画計画 平成30年4月1日 ～ 令和5年3月31日 1

43 208 山鹿市
総務部　人権啓発課　男
女共同参画推進室

1 1 1 1 山鹿市男女共同参画推進条例 平成18年9月25日 平成18年10月1日 第2次山鹿市男女共同参画計画 平成29年4月1日 ～ 令和4年3月31日 1

43 210 菊池市 男女共同参画推進課 1 1 1 1 菊池市男女共同参画推進条例 平成17年3月22日 平成17年3月22日 菊池市男女共同参画計画 平成27年4月 ～ 令和4年3月 1

43 211 宇土市 まちづくり推進課 1 2 1 1 宇土市男女共同参画推進条例 平成16年3月17日 平成16年7月1日 第３次宇土市男女共同参画推進計画 平成31年4月 ～ 令和9年3月 1

43 212 上天草市 市民課 1 2 1 1 上天草市男女共同参画社会推進条例 平成20年9月24日 平成20年10月1日 第3次上天草市男女共同参画推進計画 平成30年4月1日 ～ 令和4年3月31日 1

43 213 宇城市 人権啓発課 1 1 1 1 宇城市男女共同参画推進条例 平成19年9月27日 平成19年10月1日 第３次宇城市男女共同参画計画 平成29年4月1日 ～ 令和4年3月31日 1

43 214 阿蘇市 市民部　人権啓発課 1 2 1 1 阿蘇市男女共同参画推進条例 平成19年3月27日 平成19年4月1日
阿蘇市男女共同参画社会推進行動計画
（第2次行動計画）

平成27年4月1日 ～ 令和2年3月31日 1

43 215 天草市
地域振興部　男女共同参
画課

1 1 1 1
天草市男女が共に生きる社会づくり条
例

平成18年12月26日 平成19年1月1日 第3次天草市男女共同参画計画 平成29年4月1日 ～ 令和5年3月31日 1

43 216 合志市
総務課（総務・男女共同
参画班）　女性・子ども支
援課

1 2 1 1 合志市男女共同参画まちづくり条例 平成19年9月25日 平成19年11月1日
第３次合志市男女共同参画推進行動計
画

平成29年4月1日 ～ 令和4年3月31日 1

43 348 美里町 総務課 1 2 1 1 1 1

43 364 玉東町 総務課 1 2 0 1 0 第2次　玉東町男女共同参画計画 平成31年4月1日 ～ 令和6年3月31日 1

43 367 南関町 総務課 1 2 1 1 0 第2次男女共同参画計画 平成27年4月1日 ～ 令和2年3月31日 0

43 368 長洲町 総務課 1 2 1 1 0 第3次長洲町男女共同参画計画 平成28年3月 ～ 令和3年3月 1

43 369 和水町 総務課 1 2 0 1 0 第二次和水町男女共同参画計画 平成29年4月1日 ～ 令和3年3月31日 1

43 403 大津町
総務部　人権推進課　男
女共同参画推進係

1 1 1 1 大津町男女共同参画推進条例 平成27年3月20日 平成27年4月1日 第３次大津町男女共同参画推進プラン 平成28年4月 ～ 令和3年3月 1

43 404 菊陽町 総務課 1 2 1 1 菊陽町男女共同参画推進条例 平成28年3月22日 平成28年4月1日 1

43 423 南小国町 福祉課 1 2 0 1 南小国町男女共同参画推進条例 平成25年12月18日 平成25年12月18日 南小国町男女共同参画計画 平成31年4月 ～ 令和6年3月 0

43 424 小国町 住民課 1 2 1 1 小国町男女共同参画社会推進条例 平成26年12月15日 平成27年1月1日
第２次　小国町男女共同参画社会づくり
計画

平成30年4月1日 ～ 令和5年3月31日 1

43 425 産山村 住民課 1 2 1 0 2 0

43 428 高森町 住民福祉課 1 2 1 1 高森町男女共同参画推進条例 平成22年6月15日 平成22年7月1日 高森町男女共同参画第２次基本計画 平成31年4月1日 ～ 令和6年3月31日 1

43 432 西原村 教育委員会 2 2 1 0 0 西原村男女共同参画計画 平成23年4月1日 ～ 令和3年3月31日 0

43 433 南阿蘇村 総務課 1 2 1 1 0 南阿蘇村第二次男女共同参画計画 平成27年4月 ～ 令和2年3月 0

43 441 御船町 福祉課 1 2 1 1 0 御船町男女共同参画基本計画 平成31年4月 ～ 令和6年3月31日 1

43 442 嘉島町 企画情報課 1 2 1 1 0 第２次嘉島町男女共同参画計画 平成28年4月1日 ～ 令和3年3月31日 1
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無 無
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有

43 443 益城町 総務課 1 1 1 1 0 第3次益城町男女共同参画計画 平成31年4月 ～ 令和6年3月 1

43 444 甲佐町
社会教育課、総務課（職
員関係）

2 2 1 1 0 第2次甲佐町男女共同参画計画 平成28年4月 ～ 令和3年3月 0

43 447 山都町 福祉課 1 2 0 1 2 山都町男女共同参画計画 平成28年4月1日 ～ 令和3年3月31日 0

43 468 氷川町 総務課 1 2 1 1 2 氷川町男女共同参画計画 平成27年4月 ～ 令和2年3月 0

43 482 芦北町 総務課 1 2 0 1 0 第３次芦北町男女共同参画計画 平成31年4月1日 ～ 令和6年3月31日 1

43 484 津奈木町 総務課総務班 1 2 1 1 0 第２次津奈木町男女共同参画プラン 平成27年4月 ～ 令和2年3月 0

43 501 錦町 総務課 1 2 1 1 0 第２次錦町男女共同参画計画 平成31年4月 ～ 令和6年3月 1

43 505 多良木町 町民福祉課 1 2 1 1 0 第２次多良木町男女共同参画計画 平成28年4月1日 ～ 令和3年3月31日 0

43 506 湯前町 保健福祉課 1 2 0 1 0 湯前町男女共同参画計画 平成30年4月 ～ 令和5年3月 1

43 507 水上村 保健福祉課 1 2 0 0 0
水上村男女共同参画社会づくり計画～誰
もがのびのび輝ける社会づくり～

平成29年4月 ～ 令和4年3月 0

43 510 相良村 総務課 1 2 0 1 2 1

43 511 五木村 総務課 1 2 0 0 0 五木村男女共同参画社会づくり計画 平成29年4月 ～ 令和4年3月 1

43 512 山江村 健康福祉課 1 2 1 1 山江村男女共同参画推進条例 平成23年3月18日 平成23年4月1日 山江村第2期男女共同参画基本計画 平成28年4月1日 ～ 令和3年3月31日 0

43 513 球磨村 総務課 1 2 1 1 0 1

43 514 あさぎり町 総務課 1 2 1 1 2 あさぎり町男女共同参画推進基本計画 平成29年3月 ～ 令和3年3月 1

43 531 苓北町 総務課 1 2 1 1 3 1

＜選択肢回答＞
所属 庁内連絡会議 男女共同参画に関する条例 男女共同参画に関する計画
１　首長部局 １　有 現在の状況 女性活躍推進法の推進計画との関係
２　教育委員会 ０　無 １　令和２年３月末までの制定を目途に検討中 １　一体

２　令和２年度以降の制定を目途に検討中 ０　一体でない
事務所掌 諮問機関 ３　その他
１　男女共同参画・女性等を名称に冠した専管課 １　有 ０　検討していない 現在の状況
２　１ではない ０　無 １　策定に向け検討中

０　策定予定がない、検討していない



市町村４－２

調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．１

愛称・通称 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ
単
独

複
合

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

2 0 2 1 1 0 1 1 0

43 100 熊本市
熊本市男女共同参画センターは
あもにい

はあもにい 860-0862 熊本県熊本市中央区黒髪3丁目3番10号 096-345-2550 096-345-0373
http://www.hamony-
mimoza.org/

○ ○ ○

43 202 八代市

43 203 人吉市

43 204 荒尾市

43 205 水俣市

43 206 玉名市

43 208 山鹿市

43 210 菊池市

43 211 宇土市

43 212 上天草市

43 213 宇城市

43 214 阿蘇市

43 215 天草市 天草市男女共同参画センター ぽぽらす 863-0033 天草市東町13-1 0969-23-8200 0969-23-3055
http://hp.amakusa-
web.jp/a0792/MyHp/Pub/
Default.aspx

○ ○ ○

43 216 合志市

43 348 美里町

43 364 玉東町

43 367 南関町

43 368 長洲町

43 369 和水町

43 403 大津町

43 404 菊陽町

43 423 南小国町

43 424 小国町

43 425 産山村

43 428 高森町

43 432 西原村

43 433 南阿蘇村

43 441 御船町

43 442 嘉島町

熊本県

男女共同参画・女性のための総合的な施設(平成31年4月1日現在で開設済の施設)都

道

府
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コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

名称

事業運営

施設
形態

管理・運営主体

所在地等 施設管理



市町村４－２

愛称・通称 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ
単
独

複
合

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

男女共同参画・女性のための総合的な施設(平成31年4月1日現在で開設済の施設)都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

名称

事業運営

施設
形態

管理・運営主体

所在地等 施設管理

43 443 益城町

43 444 甲佐町

43 447 山都町

43 468 氷川町

43 482 芦北町

43 484 津奈木町

43 501 錦町

43 505 多良木町

43 506 湯前町

43 507 水上村

43 510 相良村

43 511 五木村

43 512 山江村

43 513 球磨村

43 514 あさぎり町

43 531 苓北町



市町村４－２ (2)

調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．２　 熊本県

常
勤

非
常
勤

広
報
啓
発

講
座

相
談
事
業

情
報
収
集

・
提
供

苦
情
処
理

交
流
促
進

企
業
・
N
P
O

と
の
連
携

国
際
交
流

調
査
研
究

その他

2 2 2 1 2 1 1 1 0 1

43 100 熊本市
熊本市男女共同参画センターは
あもにい

平成2年4月7日 28 14 165,050 ○ ○ ○ ○ ○ ○

43 202 八代市

43 203 人吉市

43 204 荒尾市

43 205 水俣市

43 206 玉名市

43 208 山鹿市

43 210 菊池市

43 211 宇土市

43 212 上天草市

43 213 宇城市

43 214 阿蘇市

43 215 天草市 天草市男女共同参画センター 平成23年10月3日 3 1 1,776 ○ ○ ○ ○ ○

43 216 合志市

43 348 美里町

43 364 玉東町

43 367 南関町

43 368 長洲町

43 369 和水町

43 403 大津町

43 404 菊陽町

43 423 南小国町

43 424 小国町

43 425 産山村

43 428 高森町

43 432 西原村

43 433 南阿蘇村

43 441 御船町

43 442 嘉島町

43 443 益城町

43 444 甲佐町

43 447 山都町

主　　　　な　　　　事　　　　業

都

道
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ド
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町

村
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ド
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職員数（人）

設立年月日

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(平　成　31　年　4　月　1　日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

予算額
（千円）

名　　称



市町村４－２ (2)
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村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名
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設立年月日

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(平　成　31　年　4　月　1　日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

予算額
（千円）

名　　称

43 468 氷川町

43 482 芦北町

43 484 津奈木町

43 501 錦町

43 505 多良木町

43 506 湯前町

43 507 水上村

43 510 相良村

43 511 五木村

43 512 山江村

43 513 球磨村

43 514 あさぎり町

43 531 苓北町



市町村４－３

調査表４－３

市区町村別集計項目（男女共同参画に関する宣言、首長、自治会長等の状況）　

うち うち うち うち うち

女
性
市
区
長
数

女
性
副
市
区
長
数

女
性
町
村
長
数

女
性
副
町
村
長
数

女
性
自
治
会
長
数

11 14 0 0.0 15 0 0.0 31 0 0.0 19 1 5.3 4,575 136 3.0

43 100 熊本市 1 0 0.0 2 0 0.0 917 64 7.0

43 202 八代市 平成21年6月19日 八代市男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 331 5 1.5

43 203 人吉市 1 0 0.0 1 0 0.0 91 2 2.2

43 204 荒尾市 平成17年1月29日 荒尾市男女共同参画都市宣言 4 1 0 0.0 1 0 0.0 把握困難 把握困難

43 205 水俣市 平成17年11月20日 水俣市男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 1 0 0.0 26 1 3.8

43 206 玉名市 1 0 0.0 1 0 0.0 264 6 2.3

43 208 山鹿市 1 0 0.0 1 0 0.0 258 4 1.6

43 210 菊池市 平成22年11月20日 菊池市男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 1 0 0.0 211 0 0.0

43 211 宇土市 1 0 0.0 1 0 0.0 157 9 5.7

43 212 上天草市 平成21年1月24日 上天草市男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 1 0 0.0 176 6 3.4

43 213 宇城市 平成19年11月21日 宇城市男女共同参画都市宣言 4 1 0 0.0 1 0 0.0 176 2 1.1

43 214 阿蘇市 1 0 0.0 1 0 0.0 117 0 0.0

43 215 天草市 平成19年2月17日 天草市男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 1 0 0.0 364 3 0.8

43 216 合志市 平成20年1月26日 合志市男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 1 0 0.0 84 10 11.9

43 348 美里町 1 0 0.0 1 0 0.0 86 0 0.0

43 364 玉東町 1 0 0.0 0 0 15 0 0.0

43 367 南関町 1 0 0.0 1 0 0.0 83 3 3.6

43 368 長洲町 1 0 0.0 1 0 0.0 37 0 0.0

43 369 和水町 1 0 0.0 1 0 0.0 66 0 0.0

43 403 大津町 平成23年2月6日 大津町男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 1 0 0.0 68 2 2.9

43 404 菊陽町 平成24年1月28日 菊陽町男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 1 0 0.0 62 5 8.1

43 423 南小国町 1 0 0.0 0 0 32 0 0.0

43 424 小国町 1 0 0.0 0 0 33 0 0.0

43 425 産山村 1 0 0.0 0 0 5 0 0.0

43 428 高森町 1 0 0.0 1 1 100.0 33 0 0.0

43 432 西原村 1 0 0.0 1 0 0.0 48 0 0.0

43 433 南阿蘇村 1 0 0.0 1 0 0.0 37 0 0.0

43 441 御船町 1 0 0.0 0 0 83 3 3.6

43 442 嘉島町 1 0 0.0 0 0 13 0 0.0

43 443 益城町 平成21年9月15日 益城町男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 67 1 1.5

43 444 甲佐町 1 0 0.0 1 0 0.0 50 1 2.0

43 447 山都町 1 0 0.0 0 0 137 1 0.7

43 468 氷川町 1 0 0.0 1 0 0.0 42 0 0.0

43 482 芦北町 1 0 0.0 1 0 0.0 84 2 2.4

43 484 津奈木町 1 0 0.0 1 0 0.0 22 0 0.0
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市町村４－３

うち うち うち うち うち
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日

43 501 錦町 1 0 0.0 1 0 0.0 26 0 0.0

43 505 多良木町 1 0 0.0 1 0 0.0 47 2 4.3

43 506 湯前町 1 0 0.0 0 0 23 0 0.0

43 507 水上村 1 0 0.0 0 0 21 0 0.0

43 510 相良村 1 0 0.0 0 0 18 0 0.0

43 511 五木村 1 0 0.0 0 0 25 3 12.0

43 512 山江村 1 0 0.0 1 0 0.0 16 0 0.0

43 513 球磨村 1 0 0.0 1 0 0.0 21 0 0.0

43 514 あさぎり町 1 0 0.0 0 0 52 1 1.9

43 531 苓北町 1 0 0.0 1 0 0.0 51 0 0.0

＜選択肢回答＞
男女共同参画に関する宣言
　宣言の形態

１　首長声明
２　議会の議決
３　庁内連絡会議の決定
４　その他



市町村４－４

調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No1

1 2 令和元年5月1日 3

うち うち うち うち うち うち うち うち

を

含

む

数

女

性

委

員

等

数

女

性

委

員

を

含

む

数

女

性

委

員

等

数

女

性

委

員

を

含

む

数

女

性

委

員

等

数

女

性

委

員

数女

性

委

員

数女

性

委

員

901 763 13,205 3,212 24.3 1,000 837 14,486 3,199 22.1 233 130 1,466 212 14.5 1,290 91 7.1 1,635 109 6.7

小計 981 820 13,695 2,953 21.6 232 129 1,462 210 14.4

43 100 熊本市 40 令和9年3月 122 100 1,414 393 27.8 法律、条例、規則（規程）、要綱設置に基づき設置しているもの 99 82 1,226 333 27.2 6 4 111 5 4.5 2 1 50.0 3 1 33.3 1 1 1

43 202 八代市 40 令和6年3月 69 61 981 303 30.9
地方自治法第２０２条の３、第１８０条の５、その他要綱等に基づくも
の。

30 29 460 144 31.3 6 3 64 6 9.4 49 8 16.3 50 8 16.0 1 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日

43 203 人吉市 30 令和5年3月 41 36 561 113 20.1 すべての審議会等 40 36 533 104 19.5 5 4 38 6 15.8 36 3 8.3 37 3 8.1 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日

43 204 荒尾市 35 令和4年3月 70 60 921 221 24.0
法律により設置されている委員会、条例規則により設置されている委
員会等、要綱等により設置されている委員会等

31 26 399 87 21.8 6 4 36 7 19.4 29 2 6.9 29 2 6.9 1 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日

43 205 水俣市 25 令和8年3月 21 20 273 60 22.0 地方自治法（第202条の3）に基づく審議会等 22 21 273 60 22.0 5 2 41 2 4.9 41 3 7.3 42 3 7.1 1 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日

43 206 玉名市 35 令和5年3月 58 47 985 229 23.2
地方自治法第202条の3、地方自治法180条の5、玉名市の要綱等に
基づく審議会等

40 35 633 154 24.3 6 5 55 10 18.2 37 2 5.4 38 2 5.3 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日

43 208 山鹿市 35 令和4年3月 49 43 758 194 25.6
１法律又は政令により設置されている審議会等、２法律により設置さ
れている委員会等（地方自治法第180条の５）、３条例、規則等により
設置されている懇話会、会議等

26 24 467 117 25.1 6 4 35 9 25.7 39 2 5.1 40 2 5.0 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日

43 210 菊池市 35以上 令和4年3月 47 41 640 181 28.3 地方自治法（第202条の3）に基づく審議会等（広域を除く） 47 41 640 181 28.3 6 5 38 10 26.3 33 6 18.2 34 6 17.6 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日
43 211 宇土市 32 令和5年3月 39 32 505 144 28.5 地方自治法（第202条の3）に基づく範囲 39 32 505 144 28.5 6 4 41 5 12.2 29 2 6.9 30 2 6.7 1 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日
43 212 上天草市 24 19 303 73 24.1 5 4 36 6 16.7 30 2 6.7 31 2 6.5 2 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日

43 213 宇城市 30 令和4年3月 40 38 754 177 23.5
「地方自治法202条の3に基づく審議会等」「地方自治法180条の5に
基づく委員会等」「その他の要綱等に基づく委員会、協議会、推進委
員会等」

25 25 360 93 25.8 5 3 30 4 13.3 35 3 8.6 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日

43 214 阿蘇市 30 令和2年3月 37 30 585 97 16.6 地方自治法第202条の３に基づく審議会 35 28 532 79 14.8 5 2 32 4 12.5 0 0 32 1 3.1 1 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日

43 215 天草市 35 令和5年3月 41 36 769 197 25.6

地方自治法第２０２条の３（５人以下の審議会等を除く）及び第１８０条
の５に基づく審議会等天草市付属機関の設置及び運営に関する指針
第５男女委員の構成４０％以上とあるが５人以下の委員等はそれか
ら除かれる

40 35 633 150 23.7 5 3 28 6 21.4 44 4 9.1 45 4 8.9 1 1 1

43 216 合志市 40 令和2年3月 53 50 811 272 33.5
地方自治法（第２０２条の３）に基づく審議会等、地方自治法（第１８０
条の５）に基づく委員会等、その他市要綱等に基づく委員会、協議
会、懇話会等すべて

26 26 449 147 32.7 5 4 28 8 28.6 39 6 15.4 40 6 15.0 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日

43 348 美里町 10 8 154 16 10.4 5 2 24 3 12.5 36 2 5.6 37 2 5.4 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日
43 364 玉東町 14 10 107 14 13.1 5 3 24 4 16.7 13 1 7.7 14 1 7.1 1 1 1
43 367 南関町 21 20 222 55 24.8 5 3 35 5 14.3 21 2 9.5 22 2 9.1 1 1 1

43 368 長洲町 40 令和3年3月 47 41 508 183 36.0
地方自治法第202条の3に基づく審議会等、その要領に基づく委員
会、協議会、懇話会

27 25 263 85 32.3 5 3 32 5 15.6 22 4 18.2 23 4 17.4 1 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日

43 369 和水町 8 6 111 16 14.4 5 2 24 4 16.7 33 3 9.1 34 3 8.8 1 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日

43 403 大津町 30 令和3年3月 40 30 641 123 19.2
条例、規則、要綱等により設置されている審議会、委員会、協議会な
ど

24 19 401 81 20.2 5 3 42 5 11.9 49 3 6.1 50 3 6.0 1 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日

43 404 菊陽町 14 13 205 44 21.5 5 3 22 4 18.2 51 3 5.9 1 1 1
43 423 南小国町 22 16 232 51 22.0 5 3 23 4 17.4 43 1 2.3 44 1 2.3 1 1 1
43 424 小国町 8 8 114 19 16.7 5 3 21 5 23.8 56 3 5.4 57 3 5.3 1 1 1
43 425 産山村 7 5 71 8 11.3 5 1 25 3 12.0 32 1 3.1 33 1 3.0 1 1 2

43 428 高森町

10（最低の
団体を10％
に届くよう設
定している）

令和6年3月 10 7 120 13 10.8

下記の表にある協議会等

5 5 93 11 11.8 5 2 27 2 7.4 46 2 4.3 1 1 1

43 432 西原村 9 5 81 15 18.5 5 2 25 5 20.0 13 0 0.0 1 1 1
43 433 南阿蘇村 10 9 251 33 13.1 5 2 32 5 15.6 77 3 3.9 78 3 3.8 1 1 1
43 441 御船町 8 7 138 25 18.1 5 2 27 2 7.4 42 4 9.5 43 4 9.3 1 1 1
43 442 嘉島町 30 令和3年3月 23 14 420 59 14.0 地方自治法第202条の3に基づく審議会等 20 12 333 29 8.7 5 2 30 3 10.0 42 1 2.4 43 1 2.3 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日
43 443 益城町 30 令和6年3月 22 21 367 85 23.2 地方自治法（第２０２条の３）に基づく審議会等 21 20 334 84 25.1 5 1 27 1 3.7 33 1 3.0 34 1 2.9 1 1 1
43 444 甲佐町 18 13 287 33 11.5 5 3 27 4 14.8 36 1 2.8 37 1 2.7 1 1 1
43 447 山都町 9 8 125 26 20.8 5 3 32 7 21.9 35 4 11.4 36 4 11.1 1 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日
43 468 氷川町 6 4 107 26 24.3 5 2 28 4 14.3 16 0 0.0 17 0 0.0 2 2 2
43 482 芦北町 14 11 198 51 25.8 5 3 39 5 12.8 25 0 0.0 26 0 0.0 1 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日
43 484 津奈木町 30 令和2年3月 23 16 221 33 14.9 地方自治法第202条の3に基づく審議会 23 16 221 33 14.9 5 3 20 3 15.0 17 0 0.0 18 0 0.0 2 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日
43 501 錦町 11 10 103 25 24.3 5 2 22 4 18.2 16 2 12.5 17 2 11.8 1 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日
43 505 多良木町 20 17 267 60 22.5 5 2 33 4 12.1 26 1 3.8 27 1 3.7 3 平成31年3月31日 2 3 平成31年3月31日
43 506 湯前町 18 16 191 35 18.3 5 3 29 4 13.8 18 1 5.6 19 1 5.3 1 1 1
43 507 水上村 8 5 119 11 9.2 5 3 25 5 20.0 30 2 6.7 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日
43 510 相良村 10 7 100 11 11.0 5 4 22 5 22.7 35 3 8.6 36 3 8.3 1 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日
43 511 五木村 16 11 169 30 17.8 5 3 20 4 20.0 21 2 9.5 22 2 9.1 1 1 1
43 512 山江村 40 令和3年3月 11 11 107 32 29.9 地方自治法第202条の3に基づく審議会等 11 11 107 32 29.9 5 4 21 5 23.8 20 2 10.0 21 2 9.5 1 3 平成31年3月31日 1
43 513 球磨村 8 4 154 14 9.1 5 2 20 2 10.0 101 7 6.9 1 1 1
43 514 あさぎり町 20 令和2年3月 38 29 864 103 11.9 地方自治法（第202条の３）に基づく審議会等 36 27 765 78 10.2 5 3 42 5 11.9 87 4 4.6 88 4 4.5 1 1 1
43 531 苓北町 21 13 259 36 13.9 5 1 29 1 3.4 31 1 3.2 32 1 3.1 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日
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市町村４－４ (2)

調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No2（広域圏で設置している審議会等）

　 　うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

19 17 791 246 31.1 1 1 4 2 50.0

熊本市 0 0 0 0 0 0 0 0

八代市 0 0 0 0 0 0 0 0

人吉市 2 2 28 9 32.1 0 0 0 0

荒尾市 0 0 0 0 0 0 0 0

水俣市 2 2 49 14 28.6 0 0 0 0

玉名市 3 2 125 35 28.0 0 0 0 0

山鹿市 0 0 0 0 0 0 0 0

菊池市 2 2 138 34 24.6 0 0 0 0

宇土市 0 0 0 0 0 0 0 0

上天草市 0 0 0 0 0 0 0 0

宇城市 2 2 86 34 39.5 0 0 0 0

阿蘇市 2 2 53 18 34.0 0 0 0 0

天草市 1 1 136 47 34.6 0 0 0 0

合志市 0 0 0 0 0 0 0 0

美里町 0 0 0 0 0 0 0 0

玉東町 0 0 0 0 0 0 0 0

南関町 0 0 0 0 0 0 0 0

長洲町 0 0 0 0 0 0 0 0

和水町 0 0 0 0 0 0 0 0

大津町 0 0 0 0 0 0 0 0

菊陽町 0 0 0 0 0 0 0 0

南小国町 0 0 0 0 0 0 0 0

小国町 0 0 0 0 0 0 0 0

産山村 0 0 0 0 0 0 0 0

高森町 0 0 0 0 0 0 0 0

西原村 0 0 0 0 0 0 0 0

南阿蘇村 0 0 0 0 0 0 0 0

御船町 0 0 0 0 0 0 0 0

嘉島町 3 2 87 30 34.5 0 0 0 0

益城町 0 0 0 0 0 0 0 0

甲佐町 0 0 0 0 0 0 0 0

山都町 0 0 0 0 0 0 0 0

氷川町 0 0 0 0 1 1 4 2 50.0

芦北町 0 0 0 0 0 0 0 0

津奈木町 0 0 0 0 0 0 0 0

錦町 0 0 0 0 0 0 0 0
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コ

ー

ド

市

区

町

村

名

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値
目標設定の対象である審議会等の

範囲
地方自治法（第202条の３）に基づく

審議会等における登用状況

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

総
委
員
数

（内数）
　　市町村防災会議
       (会長を含む)

目
標
値

（％）

目
標
年
度

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

地方自治法(第180条の５）に基づく
委員会等における登用状況

（内数）
　　市町村防災会議
        (委員のみ）

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

多良木町 0 0 0 0 0 0 0 0

湯前町 0 0 0 0 0 0 0 0

水上村 0 0 0 0 0 0 0 0

相良村 0 0 0 0 0 0 0 0

五木村 0 0 0 0 0 0 0 0

山江村 0 0 0 0 0 0 0 0

球磨村 0 0 0 0 0 0 0 0

あさぎり町 2 2 89 25 28.1 0 0 0 0

苓北町 0 0 0 0 0 0 0 0



市町村４－４（3）

調査表４－４

市区町村別集計項目（女性公務員の登用）No3

1 2 3

うち うち うち うち うち うち

管
理
職
数

女
性

うち
女理
性職
管数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

1,762 212 12.0 1,387 121 8.7 198 19 9.6 136 12 8.8 212 13 6.1 166 6 3.6 1,352 180 13.3 1,085 103 9.5 1,379 322 23.4 1,077 161 14.9 3,173 1,129 35.6 2,481 753 30.4

43 100 熊本市 443 42 9.5 314 23 7.3 29 3 10.3 24 3 12.5 96 3 3.1 66 1 1.5 318 36 11.3 224 19 8.5 201 47 23.4 119 7 5.9 442 88 19.9 281 55 19.6 1

43 202 八代市 107 7 6.5 100 5 5.0 11 2 18.2 11 2 18.2 43 2 4.7 43 2 4.7 53 3 5.7 46 1 2.2 240 57 23.8 180 20 11.1 119 40 33.6 87 16 18.4 1

43 203 人吉市 43 5 11.6 37 4 10.8 7 1 14.3 6 1 16.7 10 0 0.0 8 0 0.0 26 4 15.4 23 3 13.0 72 14 19.4 59 11 18.6 1

43 204 荒尾市 88 18 20.5 29 3 10.3 34 3 8.8 4 0 0.0 5 2 40.0 3 0 0.0 49 13 26.5 22 3 13.6 33 7 21.2 23 4 17.4 144 68 47.2 90 31 34.4 1

43 205 水俣市 66 12 18.2 30 4 13.3 6 1 16.7 2 0 0.0 12 1 8.3 7 1 14.3 48 10 20.8 21 3 14.3 63 15 23.8 37 3 8.1 219 116 53.0 94 41 43.6 1

43 206 玉名市 59 5 8.5 49 3 6.1 14 3 21.4 10 2 20.0 0 0 0 0 45 2 4.4 39 1 2.6 62 9 14.5 56 7 12.5 136 59 43.4 114 43 37.7 1

43 208 山鹿市 91 11 12.1 65 6 9.2 15 3 20.0 7 1 14.3 10 2 20.0 8 0 0.0 66 6 9.1 50 5 10.0 42 17 40.5 31 8 25.8 196 82 41.8 159 58 36.5 1

43 210 菊池市 67 13 19.4 57 7 12.3 8 1 12.5 8 1 12.5 9 2 22.2 7 1 14.3 50 10 20.0 42 5 11.9 45 11 24.4 37 7 18.9 64 16 25.0 55 12 21.8 1

43 211 宇土市 44 8 18.2 39 8 20.5 7 1 14.3 6 1 16.7 0 0 0 0 37 7 18.9 33 7 21.2 9 5 55.6 5 3 60.0 52 23 44.2 45 19 42.2 1

43 212 上天草市 27 1 3.7 27 1 3.7 6 0 0.0 6 0 0.0 0 0 0 0 21 1 4.8 21 1 4.8 25 6 24.0 25 6 24.0 43 6 14.0 43 6 14.0 1

43 213 宇城市 63 10 15.9 55 8 14.5 13 1 7.7 12 1 8.3 17 1 5.9 15 1 6.7 33 8 24.2 28 6 21.4 0 0 0 0 109 34 31.2 88 18 20.5 1

43 214 阿蘇市 28 2 7.1 28 2 7.1 5 0 0.0 5 0 0.0 0 0 0 0 23 2 8.7 23 2 8.7 29 6 20.7 29 6 20.7 123 51 41.5 123 51 41.5 1

43 215 天草市 129 27 20.9 85 6 7.1 21 0 0.0 14 0 0.0 0 0 0 0 108 27 25.0 71 6 8.5 77 3 3.9 60 2 3.3 425 156 36.7 303 88 29.0 1

43 216 合志市 47 5 10.6 41 4 9.8 10 0 0.0 9 0 0.0 2 0 0.0 2 0 0.0 35 5 14.3 30 4 13.3 53 14 26.4 45 10 22.2 57 28 49.1 49 25 51.0 1

43 348 美里町 14 0 0.0 14 0 0.0 14 0 0.0 14 0 0.0 29 9 31.0 29 9 31.0 1

43 364 玉東町 13 0 0.0 11 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0.0 11 0 0.0 18 7 38.9 15 4 26.7 20 10 50.0 18 9 50.0 1

43 367 南関町 9 0 0.0 9 0 0.0 9 0 0.0 9 0 0.0 14 1 7.1 14 1 7.1 30 13 43.3 30 13 43.3 1

43 368 長洲町 14 1 7.1 14 1 7.1 14 1 7.1 14 1 7.1 24 7 29.2 24 7 29.2 29 4 13.8 29 4 13.8 1

43 369 和水町 19 3 15.8 16 1 6.3 0 0 0 0 0 0 0 0 19 3 15.8 16 1 6.3 12 4 33.3 11 3 27.3 26 7 26.9 26 7 26.9 1

43 403 大津町 41 4 9.8 34 1 2.9 5 0 0.0 5 0 0.0 4 0 0.0 3 0 0.0 32 4 12.5 26 1 3.8 8 0 0.0 7 0 0.0 47 19 40.4 38 11 28.9 1

43 404 菊陽町 32 2 6.3 32 2 6.3 7 0 0.0 7 0 0.0 4 0 0.0 4 0 0.0 21 2 9.5 21 2 9.5 9 2 22.2 9 2 22.2 47 14 29.8 47 14 29.8 1

43 423 南小国町 9 0 0.0 8 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0.0 8 0 0.0 14 5 35.7 10 1 10.0 11 1 9.1 9 1 11.1 1

43 424 小国町 12 2 16.7 11 2 18.2 12 2 16.7 11 2 18.2 10 4 40.0 8 3 37.5 29 8 27.6 23 4 17.4 1

43 425 産山村 8 1 12.5 8 1 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 12.5 8 1 12.5 4 0 0.0 4 0 0.0 10 2 20.0 10 2 20.0 1

43 428 高森町 11 1 9.1 11 1 9.1 11 1 9.1 11 1 9.1 11 2 18.2 11 2 18.2 23 4 17.4 23 2 8.7 1

43 432 西原村 11 0 0.0 11 0 0.0 11 0 0.0 11 0 0.0 20 5 25.0 20 5 25.0 1

43 433 南阿蘇村 21 3 14.3 19 1 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 21 3 14.3 19 1 5.3 65 18 27.7 51 8 15.7 17 7 41.2 13 4 30.8 1

43 441 御船町 18 3 16.7 18 3 16.7 18 3 16.7 18 3 16.7 2 0 0.0 2 0 0.0 51 29 56.9 43 21 48.8 1

43 442 嘉島町 17 0 0.0 17 0 0.0 17 0 0.0 17 0 0.0 31 13 41.9 31 13 41.9 1

43 443 益城町 23 1 4.3 22 1 4.5 23 1 4.3 22 1 4.5 64 26 40.6 46 10 21.7 149 56 37.6 116 31 26.7 1

43 444 甲佐町 18 3 16.7 18 3 16.7 18 3 16.7 18 3 16.7 14 3 21.4 14 3 21.4 54 26 48.1 54 26 48.1 1

43 447 山都町 25 5 20.0 17 4 23.5 0 0 0 0 0 0 25 5 20.0 17 4 23.5 0 0 0 0 69 25 36.2 51 13 25.5 1

43 468 氷川町 15 4 26.7 14 3 21.4 15 4 26.7 14 3 21.4 40 9 22.5 32 4 12.5 23 7 30.4 23 7 30.4 2

43 482 芦北町 18 0 0.0 15 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0.0 15 0 0.0 19 0 0.0 18 0 0.0 48 7 14.6 43 5 11.6 1

43 484 津奈木町 9 1 11.1 9 1 11.1 9 1 11.1 9 1 11.1 13 0 0.0 12 0 0.0 24 6 25.0 20 2 10.0 1

43 501 錦町 10 2 20.0 10 2 20.0 10 2 20.0 10 2 20.0 22 3 13.6 22 3 13.6 1

43 505 多良木町 13 0 0.0 13 0 0.0 13 0 0.0 13 0 0.0 7 1 14.3 7 1 14.3 22 7 31.8 21 6 28.6 2

43 506 湯前町 10 2 20.0 10 2 20.0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 20.0 10 2 20.0 5 2 40.0 5 2 40.0 25 12 48.0 25 12 48.0 1

43 507 水上村 6 1 16.7 6 1 16.7 6 1 16.7 6 1 16.7 7 1 14.3 7 1 14.3 3 1 33.3 3 1 33.3 3 平成31年3月31日

43 510 相良村 8 2 25.0 8 2 25.0 8 2 25.0 8 2 25.0 10 6 60.0 9 5 55.6 35 13 37.1 33 11 33.3 1

43 511 五木村 9 1 11.1 9 1 11.1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 11.1 9 1 11.1 2 1 50.0 2 1 50.0 14 1 7.1 14 1 7.1 1

43 512 山江村 9 0 0.0 9 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0.0 9 0 0.0 13 5 38.5 10 2 20.0 8 3 37.5 8 3 37.5 1

43 513 球磨村 11 2 18.2 11 2 18.2 11 2 18.2 11 2 18.2 8 1 12.5 8 1 12.5 15 4 26.7 15 4 26.7 1

43 514 あさぎり町 15 1 6.7 15 1 6.7 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 6.7 15 1 6.7 19 3 15.8 19 3 15.8 82 36 43.9 82 36 43.9 1

43 531 苓北町 12 1 8.3 12 1 8.3 12 1 8.3 12 1 8.3 16 3 18.8 16 3 18.8 31 10 32.3 31 10 32.3 1
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職



市町村４－５

調査表４－５

市区町村別集計項目（市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査） 熊本県

1 平成31年4月1日 2 令和元年5月1日 3

問１ 問２ 問５ 問６ 問７ 問８ 問９

議　　会　　名

１．明記した規定がある
２．明記した規定はないが、
　　運用上認めている
３．明記した規定が無く、
　　運用上も認めていない
４．明記した規定が無く、
　　過去に事例が無い

１．平成26年度以前
２．平成27年度以降

１．労働基準法65条
の産前産後の就業制
限の期間よりも短い。
２．労働基準法65条
の産前産後の就業制
限の期間以上であ
る。
３．期間の定めはな
い。

１．あり
２．なし
３．その他

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

１．男女共同参画に関する研
修を行っている。
２．セクシュアル・ハラスメント
防止に関する研修を行ってい
る。
３．男女共同参画に関する研
修及びセクシュアル・ハラスメ
ント防止に関する研修の両方
を行っている。
４．行っていない。

１．人員及び場所の設置また
は提供がされている。（臨時
のものも含む）
２．保育に必要な場所の設置
または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所が設置されて
いる。（常設）
２．授乳等に必要な場所の設
置または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

1の合計 37 9 1 0 3 3 4 4 5 4 0 0 0

2の合計 1 28 0 36 14 14 14 14 22 6 1 1 5

3の合計 1 36 1 9 9 9 9 7 9 2 1 1

4の合計 6 19 19 18 18 11 19 42 43 39

43 100 熊本市 熊本市議会 1 1 3 2 1 4 1 1 1 1

第１条第２項
議員は、疾病、出産、家族の看護又は介護、配偶者の出産補助その他事故
のため招集に応ずることができないとき又は会議に出席できないときは、欠
席届（様式第１号）により、あらかじめその理由を付して議長に届け出なけれ
ばならない。

2 4 4

「政治分野における男女共同参画の推進に関する法
律」（平成30年法律第28号）について、本市ホーム
ページに掲載している。また、男女共同参画センター
はあもにいにおいて、政策や方針決定過程への女性
の参画促進を目的として、地域や職場のリーダー、
地方公共団体の議員、審議会委員等として活躍した
いと考えている女性を対象とした『はあもにいウィメン
ズ・カレッジ』を平成25年度(2013年度)から開講して
おり、この中で、本市における分野ごとの男女共同参
画の状況や、審議会の果たす役割、プレゼンテー
ション能力向上に関する講座など、リーダーとして必
要な資質を学ぶことができるようカリキュラムを設定
し、多様な女性人材の育成を進めている。

2

43 202 八代市 八代市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 国や県の動向等を注視しつつ、検討していく。 1

43 203 人吉市 人吉市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

43 204 荒尾市 荒尾市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

43 205 水俣市 水俣市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2

43 206 玉名市 玉名市議会 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1

43 208 山鹿市 山鹿市議会 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 1

43 210 菊池市 菊池市議会 1 2 3 2 4 1 1 1 1 1

(欠席の届出)
第2条　議員は、疾病、看護、介護、出産、育児、災害その他やむを得ない理
由により欠席し、遅参し、又は早退するときは、その理由を付け、当日の開議
時刻までに議長に届け出なければならない。

4 2 2 1

43 211 宇土市 宇土市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

43 212 上天草市 上天草市議会本議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

43 213 宇城市 宇城市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 1

43 214 阿蘇市 阿蘇市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 1

43 215 天草市 天草市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

43 216 合志市 合志市議会 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1

第２条　議員は、公務、疾病、出産、配偶者の出産補助、家族の看護又は介
護、育児、忌引きその他事故のため出席できないときは、日数を定めて、あら
かじめ議長に届け出なければならない。
第９３条　委員は、公務、疾病、出産、配偶者の出産補助、家族の看護又は
介護、育児、忌引きその他事故のため出席できないときは、日数を定めて、
あらかじめ議長に届け出なければならない。

4 4 4 1

43 348 美里町 美里町議会 1 2 3 2 1 4 4 4 4 4
第２条２　議員が出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ
議長に欠席届を提出することができる。

4 4 4 1

43 364 玉東町 玉東町議会 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

43 367 南関町 南関町議会 1 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

43 368 長洲町 長洲町議会 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 1

43 369 和水町 和水町議会 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 1

43 403 大津町 大津町議会 1 2 3 2 4 1 1 1 1 1
議員は、疾病、看護、介護、出産、育児、災害その他やむを得ない理由によ
り欠席し、遅参し、又は早退するときは、その理由を付け、当日の開議時刻ま
でに議長に届け出なければならない。

4 4 4 1

43 404 菊陽町 菊陽町議会 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1

43 423 南小国町 南小国町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1

43 424 小国町 小国町議会 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 1

43 425 産山村 産山村村議会 1 2 3 2 4 4 4 4 1 4

第2条　議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開
議時刻までに議長に届け出なければならない。 
2　議員が出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に
欠席届を提出することができる。

4 4 4 1

43 428 高森町 熊本県高森町議会 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2

43 432 西原村 西原村議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 1

43 433 南阿蘇村 南阿蘇村議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 1

43 441 御船町 御船町定例議会 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

43 442 嘉島町 嘉島町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1

43 443 益城町 益城町町議会 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 1

43 444 甲佐町 甲佐町議会 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

43 447 山都町 山都町議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

43 468 氷川町 氷川町議会 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2

43 482 芦北町 芦北町議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

43 484 津奈木町 津奈木町議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

議員の出産を欠席事由として
明記した規定（産休を含む）が
あるか。１～４のいずれか一
つを選択してください。
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市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１．で、１．を選択した場合
「欠席事由として明記した規定」
はいつ制定されましたか。１～２
のうちいずれか一つを選択してく
ださい。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、以下の
事由について１～４のうちいずれか一つに○をつけてください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、
　　　　運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、
　　　　運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、
　　　　過去に事例が無い

問３ 問４

問３（１）． 問１．で１
を選択した場合、取
得することが可能な
休業期間は、次のう
ちどれに当てはまり
ますか。

問３(２) ． 問１．
で１を選択した場
合、休暇の期間
の報酬につい
て、減額の規定
はありますか。

問４．で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関する議員
向け研修（セクシュアル・ハラ
スメント防止に関するものを
含む）を行っていますか。

そ の 他

調

査

時

点

コ

ー

ド

議員の利用することのできる
保育施設等が議会に設置ま
たは提供されていますか。

議員の利用することのできる
授乳室等が議会に設置また
は提供されていますか。

調査時点コード その他

政治分野の男女共同参画のために実施してい
ることがあればご記入ください。



市町村４－５

問１ 問２ 問５ 問６ 問７ 問８ 問９

議　　会　　名

１．明記した規定がある
２．明記した規定はないが、
　　運用上認めている
３．明記した規定が無く、
　　運用上も認めていない
４．明記した規定が無く、
　　過去に事例が無い

１．平成26年度以前
２．平成27年度以降

１．労働基準法65条
の産前産後の就業制
限の期間よりも短い。
２．労働基準法65条
の産前産後の就業制
限の期間以上であ
る。
３．期間の定めはな
い。

１．あり
２．なし
３．その他

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

１．男女共同参画に関する研
修を行っている。
２．セクシュアル・ハラスメント
防止に関する研修を行ってい
る。
３．男女共同参画に関する研
修及びセクシュアル・ハラスメ
ント防止に関する研修の両方
を行っている。
４．行っていない。

１．人員及び場所の設置また
は提供がされている。（臨時
のものも含む）
２．保育に必要な場所の設置
または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所が設置されて
いる。（常設）
２．授乳等に必要な場所の設
置または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

議員の出産を欠席事由として
明記した規定（産休を含む）が
あるか。１～４のいずれか一
つを選択してください。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１．で、１．を選択した場合
「欠席事由として明記した規定」
はいつ制定されましたか。１～２
のうちいずれか一つを選択してく
ださい。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、以下の
事由について１～４のうちいずれか一つに○をつけてください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、
　　　　運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、
　　　　運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、
　　　　過去に事例が無い

問３ 問４

問３（１）． 問１．で１
を選択した場合、取
得することが可能な
休業期間は、次のう
ちどれに当てはまり
ますか。

問３(２) ． 問１．
で１を選択した場
合、休暇の期間
の報酬につい
て、減額の規定
はありますか。

問４．で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関する議員
向け研修（セクシュアル・ハラ
スメント防止に関するものを
含む）を行っていますか。

そ の 他

調

査

時

点

コ

ー

ド

議員の利用することのできる
保育施設等が議会に設置ま
たは提供されていますか。

議員の利用することのできる
授乳室等が議会に設置また
は提供されていますか。

政治分野の男女共同参画のために実施してい
ることがあればご記入ください。

43 501 錦町 錦町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

43 505 多良木町 多良木町議会 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

43 506 湯前町 湯前町議会 1 1 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 1

43 507 水上村 水上村議会 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 平成31年3月31日

43 510 相良村 相良村議会 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

43 511 五木村 五木村議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

43 512 山江村 山江村議会 1 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

43 513 球磨村 球磨村議会 1 1 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 1

43 514 あさぎり町 あさぎり町議会 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1

43 531 苓北町 苓北町議会 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1
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